
新型コロナウイルス感染症対策特集号
感染者が急増しています！
マスクの正しい着用・３密の回避・換気にご協力を
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― めぐろ区報 ―

（1）非課税世帯 （2）家計急変世帯

所得要件

3年12／10（基準日）において、区内に住民登録があり、全員の3
年度住民税均等割が非課税の世帯
※生活保護受給者、条例による住民税均等割免除者を含む

（1）に該当しない世帯のうち、コロナの影響を受けて、3年1月以
降収入が減少し、全員が3年度住民税均等割非課税である世帯と
同様の事情にあると認められる世帯

※住民税均等割が課されているかたの扶養親族等のみで構成される世帯は対象外
給付方法 世帯主名義の銀行口座に振り込み

手続き・
必要書類

確認書の提出が必要
● 3年1／1に目黒区に住所がある対象世帯の世帯主あてに、確認書
を1／24から順次発送します
● オンラインまたは郵送で、発送日から3カ月以内（必着）に、回
答してください

● 3年1／2以降に目黒区に転入した世帯には、前住所地に課税状
況を照会するため、確認書の送付に時間がかかることがありま
す
● 必要書類など詳細は、確認書に同封の案内をご覧ください

申請が必要
郵送で、必要書類を、1／24～9／30（必着）に、臨時給付金課（〒
153－8573目黒区役所〈住所記入不要〉）へ
〈必要書類〉
①申請書　②簡易な収入（所得）見込額の申立書
※ ①②は区ホ（コード❶）から印刷できるほか、臨時特別給付金専
用ダイヤルから請求可
③ 本人確認書類のコピー　④世帯状況を確認できる住民票などの
コピー
⑤ 戸籍の附票の写し（3年1／1以降、複数回転居したかたのみ）
⑥ 受取口座を確認できる書類のコピー（通帳やキャッシュカードほ
か）
⑦ ②に記載した、収入見込額または1カ月の収入状況を確認でき
る書類のコピー（令和3年分の源泉徴収票・確定申告書、②に
記載した月の給与明細ほか）

住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金
　住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支給します。詳細は、
区ホ（コード❶）をご覧いただくか、お問い合わせください。

3年度子育て世帯への臨時特別給付

問 目黒区臨時特別給付金専用ダイヤル
0120－565－229

（8：30～17：00。土曜・日曜日、祝
日を除く）
問 内閣府コールセンター
0120－526－145

（9：00～20：00。無休）支給額 1世帯当たり10万円

対象者・手続きほか

配偶者やその他親族からの暴力など（DV）を理由に
避難しているかたへ
　DVなどで住民票を動かさず目黒区に避難中のかたも、ご自身が受給できる
可能性があります。また、住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場
合でも、一定の要件（DV避難中であることの証明と収入要件）を満たせば、受
給できます。手続きなどの詳細は、臨時給付金課（☎5722－7065、フ5722
－7069）にお問い合わせください。

給付金詐欺に注意
　区や内閣府などが、ATMの操作をお願いする
ことや、給付のために手数料の振り込みを求める
ことは、絶対にありません。不審な電話や郵便物だ
と思ったら、消費生活センター（☎3711－1140）
や警察署、警察相談専用電話（＃9110）にご連絡
ください。

問子育て支援課手当・医療係（☎5722－8709、フ5722－9328）、内閣府コールセンター（ 0120－526－145）

次の①～③のうち所得制限限度額（下表）未満のかた
① 3年9月分の児童手当の受給者（特例給付〈子ども1人当たり月額5千
円の給付〉受給者は対象外）

② 高校生など（平成15年4／2～平成18年4／1生まれ）を養育してい
るかた

③ 新生児（令和3年9／1～令和4年3／31生まれ）を養育しているかた

子ども1人当たり10万円
※ 区から3年9月分の児童手当を受給
中の①のかたには、3年12／17と4
年1／7に5万円ずつ振り込みを行い
ました

扶養人数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円

所得制限限度額（2年中の所得）

※以下1人増すごとに38万円を加算
※所得は年間収入から控除などを引いた額

申請が不要なかた
　区から児童手当を受給しているかたは、申請の必要は
ありません。
※ 高校生などの兄姉がいる場合、その子どもも含めて給
付金が振り込まれます
申請が必要なかた
● ①③の対象者のうち、区から児童手当を受給していな
い公務員ほか
● ②の対象者のうち、中学生以下の弟妹がい
ない世帯のかた

対象

支給額

申請について

申請期限 3／31

❶

詳細は区ホ(コード
❷)をご覧ください ❷

感染が疑われるかたの相談
東京都発熱相談センター
☎5320－4592（24時間。無休）
電話での相談が難しい場合は
フ5388－1396

（全額現金で支給）


